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   三 重 県 リ サ イ ク ル 製 品 利 用 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 
 三 重 県 リ サ イ ク ル 製 品 利 用 推 進 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。 
 第 二 条 中 「 規 則 で 定 め る も の を 除 く 。 」 を 削 り 、 同 条 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。 
  た だ し 、 次 に 掲 げ る も の を 利 用 す る こ と に よ り 、 生 産 等 を さ れ る も の を 除 く 。 
 一 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 第 二 条

第 三 項 に 規 定 す る 特 別 管 理 一 般 廃 棄 物 又 は 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 特 別 管 理 産 業 廃

棄 物 
 二 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 測 定 さ れ た そ の 空 間 放 射 線 量 率 の 値 が 〇 ・ 一 四 マ イ ク

ロ グ レ イ 毎 時 を 超 え る も の 
 第 七 条 第 一 項 中 「 次 項 及 び 第 三 項 に お い て 」 を 「 以 下 こ の 条 に お い て 」 に 改 め 、 同

条 第 三 項 中 「 前 二 項 」 を 「 前 三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 を 同

条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

２ 知 事 は 、 第 九 条 第 一 項 の 認 定 、 第 十 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 取 消 し 、 第 十 二 条

第 二 項 の 通 知 又 は 第 十 三 条 の 是 正 若 し く は 改 善 の 勧 告 に 当 た っ て 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、 認 定 委 員 の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。 
 第 十 五 条 の 見 出 し を 「 （ 県 の 調 達 等 ） 」 に 改 め る 。 
   附 則 
 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 
 

提 案 理 由 
 リ サ イ ク ル 製 品 の 品 質 及 び 安 全 性 に つ い て 一 層 の 確 保 を 図 る た め 、 リ サ イ ク ル 製 品

の 定 義 に 関 し て 所 要 の 改 正 を 行 う と と も に 、 リ サ イ ク ル 製 品 認 定 委 員 に 関 す る 規 定 の



整 備 等 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 議 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。 
 
 
 


